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○新富町地域支えあい活動支援事業補助金交付要綱 

令和２年７月22日 

告示第111号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の45第１項第２号に規

定する一般介護予防事業に基づき実施される地域住民主体の団体等（以下「団体等」と

いう。）が、互助の力で地域住民を支える仕組みを構築し、住民主体による介護予防の

取り組みに対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて、新富町補助金等の

交付に関する規則（昭和46年新富町規則第11号）に定めるもののほか、この要綱に定め

るところによる。 

（補助対象事業） 

第２条 補助金の交付対象となる事業は、介護予防を目的とした訪問による生活支援や、

住民ボランティアの活動等の多様な支援とする。 

（補助対象団体等） 

第３条 補助金の交付を受け、事業を実施することのできる団体等は、次の各号のいずれ

にも該当する団体等とする。 

(１) 町内で活動する構成員（第１号被保険者すべてとその支援のための活動に関わる

人）が５名以上の団体 

(２) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体ではないこと。 

(３) 新富町暴力団排除条例（平成23年新富町条例第10号）に規定する暴力団関係者の

統制下にある団体ではないこと。 

(４) 事業を着実に実行でき、適切な事業運営が確保できると町長が認める団体 

（補助対象経費） 

第４条 補助金は、別表に定めるところにより、予算の範囲内で本補助金を交付する。 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする団体等は、補助金交付申請書（様式第１号）に次

に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。 

(１) 団体等に関する概要書（様式第２号） 

(２) 事業計画書（様式第３号） 

(３) 収支予算書（様式第４号） 

(４) その他町長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第６条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、

補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金交付決定通知書（様式第５号）に
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より補助金交付申請者（以下「申請者」という。）に通知するものとする。 

（変更申請） 

第７条 前条の規定により交付決定を受けた者は、次に掲げる各号のいずれかに該当する

ときは、あらかじめ補助金事業変更承認申請書（様式第６号）に第５条各号に掲げる書

類のうち変更のある書類を添えて申請し、町長の承認を受けなければならない。 

(１) 補助事業を中止しようとするとき。 

(２) 補助金の額を変更しようとするとき。 

(３) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。 

（変更承認） 

第８条 町長は、前条の規定による変更承認申請を受けたときは、その内容を審査し、変

更することが適切と認めるときは、変更の承認を補助金事業変更承認通知書（様式第７

号）により申請者に通知するものとする。 

（補助金の交付方法） 

第９条 この補助金は概算払により交付するものとする。 

２ 前項の規定により概算払を受けた者は、事業完了後速やかに清算を行わなければなら

ない。 

（月次報告） 

第10条 補助対象団体は、月毎の実施状況を翌月10日までに次に掲げる書類を添付して町

長に報告しなければならない。 

(１) 月次報告書（様式第８号） 

(２) 活動内容報告書（様式第８号別紙） 

（実績報告） 

第11条 補助対象団体は補助事業が完了したとき又は補助金の交付決定にかかる会計年度

が終了したときのいずれか早い日から起算し、１か月以内に実績報告書（様式第９号）

に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。 

(１) 事業実績書（様式第10号） 

(２) 収支決算書（様式第11号） 

(３) その他町長が必要と認める書類 

（補助金交付決定の取り消し） 

第12条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取

り消すことができる。 

(１) この要綱に違反したとき。 

(２) 虚偽の申請その他不正行為があったとき。 

２ 前項の規定により、補助金の交付決定を取り消したときは、補助金交付決定取消通知
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書（様式第12号）により、申請者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第13条 町長は、前条の規定により、補助金の交付決定を取消した場合において、既に補

助金が交付されているときは、補助対象団体に対し、期限を定めてその返還をさせるも

のとする。 

２ 町長は交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が

交付されているときは、補助対象団体に対し期限を定めてその返還をさせるものとする。 

（補助対象事業の経理等） 

第14条 補助対象団体は、補助対象事業について会計帳簿を備え、他の経理と区別して補

助対象事業の収支額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかねばならな

い。 

２ 補助対象団体は、前項の会計簿とともに領収書等の関係書類を補助対象事業の完了し

た日の属する年度の終了後５年間保存しなければならない。 

（事務所管） 

第15条 この要綱に基づく補助金に関する事務は、新富町役場あんしん長寿課において処

理する。 

（令６告示37・一部改正） 

（その他） 

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和２年10月１日から施行する。 

附 則（令和６年４月１日告示第37号） 

この告示は、公表の日から施行する。 

別表（第４条関係） 

補助対象経費 基準額 

介護予防を目的として、主に住民ボランティア等、住民主体の自

主活動として行う生活支援に対する間接経費（人件費、物品購入

費、印刷費、交通費、光熱水費、通信費、保険料、賃借料、会場

使用料、研修講師謝礼等第2条に定める目的のために必要な諸経

費） 

年額360,000円 

（年度途中から開始す

る場合は実施月数×

30,000円を上限とす

る。） 
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様式第１号（第５条関係） 

様式第２号（第５条関係） 

様式第３号（第５条関係） 

様式第４号（第５条関係） 

様式第５号（第６条関係） 

様式第６号（第７条関係） 

様式第７号（第８条関係） 

様式第８号（第10条関係） 

様式第８号別紙（第10条関係） 

様式第９号（第11条関係） 

様式第10号（第11条関係） 

様式第11号（第11条関係） 

様式第12号（第12条関係） 

 


